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１．事業の目的 

木津川市では、防犯カメラの設置を通じて、犯罪の未然防止及び犯罪認知件数の減少

に努めてきた。本事業は、既存防犯カメラの更新及び新規設置を行うことで、より一層

の安全で安心なまちづくりを実現することを目的として、公募型プロポーザル方式によ

り事業者を選定するために、必要な事項を本実施要領で定めるものである。 

 

２．事業の概要 

（１）本事業は、既設防犯カメラ４２台の更新及び新設防犯カメラ２１台の設置を行い、

ネットワーク型防犯カメラ（以下「防犯カメラ」という。）のレンタル方式による導

入及び保証、保守管理、点検（５年間）を行う。 

（２）映像記録は、防犯カメラ本体に搭載する記録媒体で行うものとする。 

（３）防犯カメラは、市役所本庁舎に設置するＰＣからインターネット回線を通じて、

死活監視や異常確認が可能であるものとし、防犯カメラから録画映像を取得する通

信環境（無線）の整備と通信サービスの提供を含むものとする。ただし、ＰＣ側の

インターネット回線は本業務には含まない。 

（４）本業務見積額には、以下の事項を含むこととする。 

①防犯カメラ及び付属設備（記録装置、電源設備、通信機器、配線、取付金具）の

レンタル料（５年間） 

②設置工事費 

③通信料（５年間） 

④ソフトウェア使用料（５年間） 

⑤表示板製作費及び設置費 

⑥防犯カメラ及び付属設備の保証料、保守管理費及び点検費用（５年間） 

 （５）業務条件 

   ①名 称：木津川市防犯カメラレンタル業務 

②履行期間：契約日から５年間 

③内 容：別紙仕様書のとおり 

   ④予定価格：５６，３２４，０００円（税込） 

    ※各年度の契約金額の上限額は、以下の年度別内訳額以内を予定しており、契約
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日によっては変動する可能性がある。 

 （年度別内訳）契約日を令和７年１２月１日で想定した金額 

   令 和 ７ 年 度：３，７５４，９３３円（４か月分） 

   令 和 ８ 年 度：１１，２６４，８００円（年額） 

   令 和 ９ 年 度：１１，２６４，８００円（年額） 

   令和１０年度：１１，２６４，８００円（年額） 

   令和１１年度：１１，２６４，８００円（年額） 

   令和１２年度：７，５０９，８６７円（８か月分） 

 

３．応募資格要件 

本プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる全ての要件を満たす者とする。 

（１）木津川市の令和７年度及び８年度物品及び役務の供給等入札参加有資格者名簿

に登載されていること。 

（２）過去に官公庁で防犯カメラの設置実績があること。 

（３）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４に規定する要件

に該当しないこと。 

（４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立てをし

た者にあっては更生計画の認可がされていない者又は民事再生法（平成１１年法

律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てをした者にあっては再生計画の認

可がなされていない者でないこと。 

（５）本件の公告日から契約日までの間において、木津川市指名競争入札参加者指名

停止要綱（平成１９年木津川市告示第１１５号）に基づく指名停止期間中の者で

ないこと。 

（６）木津川市暴力団排除条例（平成２４年木津川市条例第３６号）第２条第３号に

規定する暴力団員等又は同条第５号に規定する暴力団密接関係者に該当しない

者であること。 

（７）本要領及び別に定める仕様書の条件並びに関係法令を遵守し、事業を運営管理

する資力、能力等を有する者であること。 

（８）国税及び木津川市税を滞納していない者であること。 
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（９）（３）～（７）までは、協力会社についても同様とする。 

 

４．プロポーザル実施スケジュール 

事     項 年  月  日 

公告日 令和 7 年 10 月 1 日(水) 

実施要領、仕様書等の配布期間 令和 7 年 10 月 1 日(水)から令和 7 年 10 月 15 日(水) 

応募申込書等の受付期間 令和 7 年 10 月 1 日(水)から令和 7 年 10 月 15 日(水) 

第１次質疑書受付期間 令和 7 年 10 月 1 日(水)から令和 7 年 10 月 7 日(火) 

第１次質疑書に対する回答日 令和 7 年 10 月 9 日(木) 

応募資格審査結果通知 令和 7 年 10 月 20 日(月) 

現地説明（上人ヶ平遺跡公園のみ） 令和 7 年 10 月 24 日(金) 

企画提案書受付期間 令和 7 年 10 月 21 日(火)から令和 7 年 11 月 4 日(火) 

第２次質疑書受付期間 令和 7 年 10 月 21 日(火)から令和 7 年 10 月 27 日(月) 

第２次質疑書に対する回答日 令和 7 年 10 月 29 日(水) 

プレゼンテーション並びにヒアリング 令和 7 年 11 月上旬予定 

候補者決定通知 令和 7 年 11 月末予定 

 

５．応募申込み及び手続 

（１）実施要領、仕様書等の配布期間及び配布方法 

①配布期間：令和７年１０月１日（水）から令和７年１０月１５日（水） 

   ②配布方法：市ホームページからダウンロードして取得すること。 

（木津川市ホームページ：https://www.city.kizugawa.lg.jp） 

事業者向け＞プロポーザル＞公募型プロポーザルの実施について（総務課）＞ 

木津川市防犯カメラレンタル業務公募型プロポーザル方式による選定について 

 

（２）応募申込書等の提出 

提出書類及び提出部数 

【提出書類】 

①応募申込 書：様式１ 

②業務実績調書：様式２ 
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③誓 約 書：様式３ 

【提出部数】 

①～③ 各１部 

※①～③をフラットファイルＡ４－Ｓで綴じ、背表紙に会

社名を記載のこと 

受付期間 
令和７年１０月１日（水）から令和７年１０月１５日（水）

午前９時から午後５時まで（土日祝除く） 

提出先及び提出方法 

【提出先】本募集要領１６に記載の担当課（以下「担当課」

という。） 

【提出方法】持参又は郵送 ※受付期間内必着 

作成上の留意点 提出後の書類追加・修正は認めない。 

 

６．設置場所 

防犯カメラの設置場所は、木津川市内６３か所（電柱等６２台、上人ヶ平遺跡公園内

照明ポール１台）とし、具体的な設置箇所については機密情報のため非公開とする。 

防犯カメラの設置場所を示した「防犯カメラ設置一覧表」及び「木津南地区上人ヶ平

遺跡公園防犯カメラ設置工事電気平面図」を担当課から電子メールでデータの提供を行

う。提供を受ける場合は、担当課まで電子メールで連絡を行うこと。 

○データ提供期間：令和７年１０月１日（水）から令和７年１０月１５日（水） 

午後５時まで 

 ※提供を受けたデータは、本事業以外の目的に使用しないこと、また、情報を漏ら

さないこと。 

 ※データを電子メールで受信できない場合は、事前に担当課まで相談すること。 

 

（上人ヶ平遺跡公園防犯カメラ設置工事に係る現地説明について） 

  応募申込者のうち、応募資格審査の結果、応募資格を満たすと認めた者を対象と

し、以下の日程で現地説明を実施する。参加を希望する者は、木津川市教育部文化財

保護課に令和７年１０月２３日（木）午後５時までに電話にて連絡を行うこと。 

   ○現地説明日時：令和７年１０月２４日（金）午後２時～午後４時（予定） 

   ○説 明 担 当 課：木津川市教育部文化財保護課 
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○電    話：０７７４－７５－１２３２ 

 

７．応募資格審査（１次審査）及び結果の通知 

  提出された応募申込書及び指定する提出書類をもとに審査を行い、応募資格要件、

カメラ機能の要件を満たすと認めた者には、「応募資格者」であることを、令和７年

１０月２０日（月）に書面（普通郵便）にて通知する。また、郵送とあわせて電子メ

ールにて通知するので、電子メールを受信した場合は必ず受信確認のメールを返信す

ること。 

なお、応募資格を満たさないと判断された応募申込者は、その理由について、令和７

年１０月２４日（金）午後５時までに電子メールにて説明を求めることができる。 

 

８．質疑の受付及び回答 

（１）受付内容 

  ①第１次質疑：応募申込みに関する内容 

  ②第２次質疑：企画提案書に関する内容 

   ※審査（評価）に関する質問は一切受け付けないものとする。 

 

（２）受付期間 

①第１次質疑：令和７年１０月１日(水)から令和７年１０月７日(火)午後５時まで 

  ②第２次質疑：令和７年１０月２１日(火)から令和７年１０月２７日(月)午後５時 

まで 

（３）受付方法 

  質疑書（様式４）に必要事項を記入の上、電子メールで担当課まで提出すること。 

なお、件名を「【質疑】木津川市防犯カメラレンタル業務（事業者名）」とする

こと。 

 

（４）回答方法 

①第１次回答：令和７年１０月９日（木）までに当市ホームページ上にて掲載 

  ②第２次回答：令和７年１０月２９日（水）までに当市ホームページ上にて掲載 
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（木津川市ホームページ：https://www.city.kizugawa.lg.jp） 

事業者向け＞プロポーザル＞公募型プロポーザルの実施について（総務課）＞ 

木津川市防犯カメラレンタル業務公募型プロポーザル方式による選定について 

 

９．企画提案書等の提出 

本プロポーザル応募資格審査を経て、「応募資格者」となり企画提案書等の提出依頼

を受けた者は、以下により提案書等を提出すること。 

提出書類及び

提 出 部 数 

【提出書類】 

①企 画 提 案 書：様式５ 

②企画提案書類：Ａ４片面１０ページ（両面５ページ）以内 

③見 積 書：様式６ 

【提出部数】 

①②正本１部、副本５部 合計６部 

（各一式をフラットファイルＡ４－Ｓに綴じること） 

③正本１部 

（応募者名を記載した封筒に入れ、密封し封筒の糊付け部分に割印

すること。） 

受 付 期 間 令和７年１０月２１日（火）から令和７年１１月４日（火）まで 

※受付は、午前９時から午後５時まで（土日祝除く） 

提 出 先 及 び 

提 出 方 法 

【提 出 先】担当課 

【提出方法】持参又は郵送 ※受付期間内必着 

作成上の留意

事項 

・提案機器の仕様書はページに含まない。 

・提出後の書類の追加及び修正は認めない。 

・企画提案書類の作成に当たり、次の項目を必ず記載すること。 

①防犯カメラ（仕様、付加機能等） 

②通信機器及び通信回線（速度、安定性、付加機能等） 

③無線 LAN 映像伝送装置（伝送性能、付加機能等） 

④映像記録装置（装置種類、容量等、付加機能等） 

⑤アプリケーションソフトウェア（操作性、地図表示、異常確認機
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能等、付加機能等） 

⑥カメラ取付け方法（設置の確実性、安全性） 

⑦保証内容（修理、交換対応、付加内容等） 

⑧保守内容（体制、頻度、付加内容等） 

⑨点検内容（点検回数、点検項目、付加内容等） 

⑩修理拠点（市役所本庁舎からの距離） 

 

１０．プレゼンテーション及びヒアリング（２次審査） 

（１）２次審査は、「応募資格者」を対象に、９により提出された企画提案書等によ

るプレゼンテーション及びヒアリングを実施する。なお、プレゼンテーション及

びヒアリングは、以下を予定している。実施方法等の詳細については後日改めて

通知する。 

①実施日時：令和７年１１月上旬予定 ※詳細については、別途通知 

②実施場所：木津川市役所 

（２）プレゼンテーション等への出席者は５名以内とする。 

（３）プレゼンテーション等の時間は、提案者あたり３５分以内（準備５分、説明１

５分、質疑応答１０分、片付け５分）とする。 

（４）スクリーン及びプロジェクターは本市で用意する。その他ＰＣ等必要な機材は

各自で用意すること。 

（５）説明は、企画提案書類に記載した内容を基本とし、提案書の内容と著しく異な

る説明を行った場合は失格とする。 

（６）欠席した場合は失格とする。ただし、交通機関の事故等、真にやむを得ない理

由が生じた場合は、速やかに担当課に電話連絡し、その指示に従うこと。 

 

１１．審査 

 （１）１次審査及び２次審査は、木津川市防犯カメラレンタル業務候補者選定委員会

（以下「選定委員会」という。）で行う。 

 （２）選定委員会の評価及び採点において、集計点数の最も優れた者を契約候補者とす

る。 
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 （３）評価基準は、１０ページのとおりとする。 

 

１２．２次審査結果の通知 

  審査終了後、速やかに２次審査参加者全員に文書で通知するとともに、市ホームペー

ジに契約優先候補者及び次点者のみを掲載する。 

 

１３．候補者の決定 

  審査の結果、契約優先候補者として決定した者と契約交渉を行う。ただし、下記のい

ずれかに該当し、その者と契約できない場合、次点者と契約交渉を行うものとする。 

（１）本募集要領３に定める応募資格要件を満たすことができなくなったとき。 

（２）契約交渉が成立しないとき又は契約優先候補者が契約を辞退したとき。 

（３）応募申込書、企画提案書等に虚為の記載が判明したとき。 

（４）その他の理由により契約が不可能となったとき。 

 

１４．留意事項 

 （１）費用負担 

    応募に関する全ての書類作成及び提出に係る費用は、応募者の負担とする。契約

に至らない場合も同様とする。 

 （２）提出書類の取扱い・情報公開 

   ①提出書類の著作権は、それぞれの応募者に帰属するが、提出書類は原則、返却し

ない。 

   ②市は、提出書類を本業務以外の目的で使用したり、情報を漏らしたりすることは

ない。 

   ③本件に係る情報公開請求があったときは、木津川市情報公開条例（平成１９年木

津川市条例第７号）の規定に基づき開示する。 

 （３）市からの提供資料の取扱い 

    市が提供する資料は、応募に係る検討以外の目的で使用してはならない。 

 （４）応募者の複数提案の禁止 

    応募者は、１つの提案しか行うことができない。 
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 （５）提出書類の変更等の禁止 

    本提出書類について、後日、参考資料を求めることがある。 

 

１５．その他 

（１）本応募申込みを辞退する時は、提案辞退届（様式７）を提出すること。なお、辞退

した者は、辞退を理由として不利益な取扱いを受けるものではない。 

（２）本募集を事情により予告なく取り止める場合がある。 

（３）本募集要領に定めるもののほか、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）、地方自

治法施行令、木津川市契約事務規則（平成１９年木津川市規則第４４号）、その他関

係法令等の定めるところによる。 

 

１６．担当課 

木津川市総務部総務課 

〒６１９－０２８６ 

京都府木津川市木津南垣外１１０番地９ 

電 話：０７７４－７５－１２００（直通） 

ファックス：０７７４－７２－３９００ 

電子メール：somu@city.kizugawa.lg.jp 

開庁時間：平日 午前８時３０分から午後５時１５分 
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（評価基準について） 

 企画提案書の作成に当たり、次の項目は提案内容となっているので、必ず記載すること。 

 項目 記載する内容 審査で重視する点 配点 

１ 防犯カメラ 
仕様書における機器の機能

要件 

・要件以上の機能 

・付加機能等、独自のセー

ルスポイント 

１０ 

２ 
通信機器及

び通信回線 
通信速度、通信の安定性 

・付加機能等、独自のセー

ルスポイント 

２０ 

３ 

無線ＬＡＮ

による映像

伝送装置 

伝送の速さ、使いやすさ 

セキュリティ 

・付加機能等、独自のセー

ルスポイント 

４ 
映像記録装

置 
記録容量 

・付加機能等、独自のセー

ルスポイント 

５ 

アプリケー

ションソフ

トウェア 

地図表示の見やすさ、操作性

の良さ、カメラの位置情報、

録画状況の確認、異常状況の

確認 

・付加機能等、独自のセー

ルスポイント 
１０ 

６ 保証内容 保証内容 

・カメラの故障・破損時の

修理または交換の回数 

・付加内容等、独自のセー

ルスポイント 

１０ 

７ 保守内容 保守内容、保守体制 
・付加内容等、独自のセー

ルスポイント 
１０ 

８ 点検内容 点検回数、点検項目など 
・付加内容等、独自のセー

ルスポイント 
１０ 

９ 修理拠点 
修理拠点から市役所本庁舎

までの距離の近さ 

・故障時に迅速な対応が必

要であることから、防犯カ

メラは、修理拠点が国内に

ある製品に限る。 

１０ 

１０ 価格 

20 点×参加者中の最低参考

業務価格÷当該参加者の参

考業務価格（小数点以下四捨

五入） 

 ２０ 

合計 １００ 

 


